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公立病院経営強化の推進

「公立病院経営強化プラン」の策定「公立病院経営強化ガイドライン」の策定
「公立病院経営強化ガイドラインの
方向性」を取りまとめ（別添参照）

１．公立病院経営強化ガイドラインについて

２．公立病院経営強化に係る地方財政措置の拡充・延長

３．その他の地方財政措置の見直し

（２）医師派遣等に係る特別交付税措置の拡充

・看護師等の医療従事者の派遣、診療所への派遣を追加
・派遣元病院に対する措置を拡充（繰出額に対する措置の割合 0.6→0.8）

（３）専門アドバイザーの派遣（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）【継続】

・「公立病院経営強化プラン」の策定や経営強化の取組を支援

①病院の整備費全体を対象経費とする要件の見直し

複数の病院を統合する場合のほか、基幹病院が不採算地区病院への支援を強化し、その機能を維持する場合も対象に追加

②システム関係の対象経費の拡充

経営統合に伴うシステム統合をする場合のほか、医療情報の連携のための電子カルテシステムの統一等をする場合も対象経費に追加

機能分化・連携強化のイメージ（例）

医師を確保

連携を強化

基幹病院

基幹病院以外の
不採算地区
病院等

急性期機能
を集約

医師派遣・
遠隔診療等

（１）機能分化・連携強化の推進に係る病院事業債（特別分）の拡充・延長

（１）不採算地区病院等への地方交付税措置の基準額引上げ（30％）の継続

（２）地方交付税措置の対象となる建築単価の上限の引上げ（36万円/㎡→40万円/㎡）

地方団体がガイドラインを踏まえて策定する「公立病院経営強化プラン」に基づき公立病院の経営強化に取り組めるよう、
地方財政措置を拡充・延長

限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用することを、
これまで以上に重要な視点に位置付け

総務省 地方団体
＜令和3年12月＞ ＜令和3年度末まで＞ ＜令和4年度又は令和5年度中＞

地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの
構築に向けて果たすべき役割を踏まえ、経営強化
のために必要な取組を記載

○ 公立病院が医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、地域に必要な医療提供体制を確保するため、地方
団体が、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による公立病院の経営強化に取り組めるよう地方財政措置を
拡充・延長
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① 地方公共団体に対する公立病院経営強化プランの策定の要請

ⅰ） 策定時期 令和４年度又は令和５年度中に策定

ⅱ） プランの期間 策定年度又はその次年度～令和９年度を標準

ⅲ） プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地
域の実情に応じた、公立病院の経営強化のため
に必要な取組を記載するよう求める

② 都道府県の役割の強化

・ 都道府県の役割としては、地域医療構想の策定主体としての調
整機能をこれまで以上に強化することが必要

・ 特に、機能分化・連携強化については、医療資源が比較的充実し
た都道府県立病院等が中小規模の公立病院との連携・支援を強
化していく枠組みも含め、都道府県が積極的に助言・提案していく
ことが重要

○ 公立病院は、医師不足等による厳しい経営状況を踏まえ、総務省が示した公立病院改革ガイドライン（H19年度）及び新公立病院改革ガイドライン（H26

年度）に基づき、公立病院改革プラン及び新公立病院改革プランを策定し、再編・ネットワーク化、経営の効率化、経営形態の見直しなどに取り組んできた。
※ 平成２０年度から令和２年度にかけて、１９３公立病院が再編・ネットワーク化に取り組み、公立病院数は９４３から８５３に減少（▲９．５％）。
また、令和２年度時点で、 ９４病院が独法化、 ７９病院が指定管理に移行しており、全部適用の３８２病院を含め、計５５５病院（６５．１％）がマネジメントの強化等に取り組んでいる。

○ こうした課題を踏まえ、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域医療を支える公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインの策定が必要。
○ ガイドライン策定にあたっては、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点をこれまで以上に重視するとともに、
感染症拡大時の対応という視点も踏まえる必要。
※ ガイドラインの策定時期については、地域医療構想を含む第８次医療計画策定の進め方を踏まえ、各地方公共団体において、公立病院の経営強化に向けた取組の検討や、
公立病院経営強化プランの策定に着手することが可能となるよう、今年度末までに策定することを想定。

これまでの取組

対応

新たなガイドラインの方向性

地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を
踏まえ、経営強化のために必要な取組を記載。主なポイントは以下のとおり

【ポイント①】機能分化・連携強化の推進
・ 地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最適化
（特に、基幹病院に急性期機能を集約し、医師を確保した上で、それ以外の不採
算地区病院等との連携を強化）

【ポイント②】医師・看護師等の確保、働き方改革の推進
・ 不採算地区病院等への医師・看護師等の派遣の強化 ・ 働き方改革の推進

【ポイント③】経営形態の見直し
・ 柔軟な人事・給与制度を通じ、医師等の確保につながる経営形態の見直し

【ポイント④】新興感染症に備えた平時からの対応
・ ①～③の取組に加え、感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備

プランの内容のポイント

○ 人口減少や少子高齢化に伴う医療需要の変化、医師等の不足を受け、地域医療を支える公立病院の経営は、依然として厳しい状況。
○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。
○ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されるとともに、病
院間の役割分担の明確化・最適化や医師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

課題

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン｣の方向性について
令和３年12月10日
持続可能な地域医療提供体制を確保する
ための公立病院経営強化に関する検討会
中間とりまとめ
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「新経済・財政再生計画改革工程表２０２１」（令和３年１２月）抜粋

３０．地域医療構想の実現、大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域間連携の促進

ａ．第８次医療計画（2024年度～2029年度）における記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けて、検討状
況を適時・適切に各自治体と共有しつつ、「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しを行う。

中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床必要量の
推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

ｂ．各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められ
ることとなるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関
も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求める。

また、検討状況については、定期的に公表を求める。

各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域につい
ては、その検討・取組を「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援する。

ｃ．都道府県が運営する地域医療構想調整会議における協議の促進を図る環境整備として、広く地域の医療関
係者等が地域医療構想の実現に向けて取り組むことができるよう、議論の促進に必要と考えられる情報・データ
の利活用の在り方、地域医療構想調整会議等における議論の状況の「見える化」やフォローアップの在り方等に
ついて、法制上の位置付けも含め、自治体と丁寧に検討の上、地域医療構想を着実に進めるために必要な措置
を講ずる。

ｄ．地域医療構想の議論の進捗状況を踏まえつつ、各都道府県において、第８次医療計画を策定する。

（参考） 新経済・財政再生計画 改革工程表2021
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【ポイント④】新興感染症に備えた平時からの対応
・方向性①～③に沿った取組の徹底
・感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備

各公立病院に策定を求める
プランのポイント

【ポイント①】機能分化・連携強化の推進
・地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最適化
（特に、基幹病院に急性期機能を集約し、医師を確保した上で、
それ以外の不採算地区病院等との連携を強化）

【ポイント②】医師・看護師等の確保、働き方改革
・不採算地区病院等への医師・看護師等の派遣の強化
・働き方改革の推進

【ポイント③】経営形態の見直し
・柔軟な人事・給与制度を通じて医師等の確保につながる経営形
態の見直しを引き続き推進

※新興感染症に備えた平時からの対応に関する政府の方針と併せて検討

地方財政措置等における対応

○医師派遣等に係る特別交付税措置の拡充

・ 看護師等医療従事者の派遣、診療所への派遣を対象に追加
・ 派遣元に対する措置の拡充（繰出額に対する措置の割合を0.6→0.8に引上げ）

○ 「機能分化・連携強化」に伴う施設・設備の整備に係る病院事業債（特
別分） （交付税措置率40％。通常分は25％）の延長・拡充

・病院数の減に関する要件の見直し

・システム関係経費の拡充
（経営統合に伴うシステム統合のほか、医療情報の連携等を対象に追加）

○先進事例の横展開
○専門アドバイザーの派遣による助言

【その他の措置】実態を踏まえた単価の改定等
・不採算地区病院への繰出金に係る特別交付税措置の基準額の見直し
（30％引上げ）を、令和４年度も継続
・地方交付税措置の対象となる建築単価の上限の見直し
（36万円／㎡→40万円／㎡）

複数病院の統合（病院減が原則）の場合のほか、基幹病院が医師派遣の
増加等の支援を強化し、救急医療などの地域において必要とされる不採算
地区病院の機能を維持する場合にも、新たな基幹病院の整備費全体を対
象経費とする

機能分化・連携強化のイメージ

医師を確保

連携を強化
（医師派遣・遠隔診療等）

※中核的医療を行い、
医師派遣の拠点機能を有する

基幹病院

※基幹病院から医師派遣等様々な支援
を受けつつ日常的な医療確保を行う

基幹病院以外の
不採算地区病院等

急性期機能を集約

公立病院経営強化に係る地方財政措置等における対応
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○ 公立病院は、医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最
適化する「機能分化・連携強化」を通じて、医師確保等の経営強化を図り、持続可能な地域医療提供体制を確保する必要。
○ こうした機能分化・連携強化の取組を後押しするため、公立病院経営強化プランに基づき令和９年度までに行われる公立病
院等の機能分化・連携強化に係る施設・設備の整備について、病院事業債（特別分）を措置。

病院事業債（特別分）の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置

以下のいずれかに該当すること。

Ａ．複数病院の統合
○経営主体が統合されること。

Ｂ．複数病院の相互の医療機能の再編
○地域医療構想に沿って、関係病院等間において、以下に掲げ
る全ての取組が行われること。
ア 基幹病院への急性期機能の集約

イ 基幹病院以外の病院等の急性期から回復期等への機能
転換等

ウ 基幹病院から基幹病院以外の病院等への医師派遣の増
加、遠隔診療等の支援

エ 基幹病院以外の病院等による基幹病院の術後患者等の
受入体制の構築

オ 医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築

元利償還金の25%に交付税措置
（繰出1/2 × 50％＝ 25％）

（参考）通常の病院事業債のスキーム

元利償還金の40%に交付税措置
（繰出2/3 × 60％ ＝ 40％）

病院事業債（100％）

①病院・診療所間ネットワーク形成のための患者搬送車、遠隔医療機器等の整備

②経営主体の統合に伴う情報システムの統合、

関係病院等間の医療情報の共有や医師等の働き方改革に必要となる情報シス

テム等の整備

③機能分化・連携強化後の基幹病院に新たに整備される高度・救急医療施設、

医師の研修又は派遣の拠点機能を有する施設、

これらの施設に設置される医療機器等の整備

④機能分化・連携強化後の基幹病院以外の既存施設の改修、医療機器等の整備

⑤統合等に伴う基幹病院の整備

対象要件 対象経費

・機能分化・連携強化にあたって新たに基幹病院の整備が必要となる場合に限る。

・「Ｂ．複数病院の相互の医療機能の再編」の場合は、ウの取組により救急医療など

地域において必要とされる不採算地区病院の医療機能を維持する旨が、統合協定

書、連携協約等において明示される場合に限る。

機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備への病院事業債（特別分） 【Ｒ４拡充】
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２．「医療機能を維持する」とは

→ 対象要件ウの取組（基幹病院から不採算地区病院への医師派遣の増加、遠隔診療等の支援）により、以下のいずれかが可能と

なる場合を指す。

① 診療科目又は救急等の病院機能の新設・再開

②休止に直面している診療科目又は救急医療等の病院機能の維持

③機能見直しに伴い対応が困難となる診療科目又は救急医療等の病院機能の維持

④ その他これらに類する場合

「不採算地区病院の医療機能を維持」の要件について

○ 公立病院が医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、過疎地等に所在し、医師等の確保が特に困難である不採算

地区病院の医療機能を維持・確保するためには、不採算地区病院において医療機能の見直しを行うとともに、医療資源が充

実した基幹病院との連携を強化することが必要。

○ このため、機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備に係る病院事業債（特別分）においては、「Ｂ．複数病院の相互の医

療機能の再編」の場合であっても、対象要件ウの取組（基幹病院から不採算地区病院への医師派遣の相当程度の増加及び

遠隔診療等の支援）により、救急医療など地域において必要とされる不採算地区病院の医療機能を維持する旨が、統合協定

書、連携協約等において明示される場合に限り、対象経費⑤「統合等に伴う基幹病院の整備」を病院事業債（特別分）の対象

とすることとしている（ 「Ａ．複数病院の統合」（病院減が原則）の場合には、現行通り統合に伴う新病院の整備は対象経費となる） 。具体的に

は以下の通り。

３．「統合協定書、連携協約等において明示」とは

→ 経営主体を統合する場合には統合協定書等、経営主体の統合を伴わない場合には地方自治法第252条の２に基づく連携協約

等の手続きにより、新たな基幹病院が行う支援の内容や維持される不採算地区病院の医療機能等について、関係自治体間で合

意した内容を、議会に報告し住民に情報を公開することを指す。

→ 上記１の医療機能維持のため統合協定書、連携協約等に具体的な支援内容を記載することが必要。その際、医師派遣回数の相

当程度の増加を盛り込むことが必要。「相当程度」とは上記医療機能の維持のため不足する医師を補完する程度を指す。

１．「救急医療など地域において必要とされる不採算地区病院の医療機能」とは

→ 地域において必要とされる医療機能は地域の実情によって様々であり、下記３．の統合協定書、連携協約等において具体的に明

らかにしていただく必要がある。
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高松市民病院
（417床）

香川病院
（126床）

塩江病院
（87床）

急性期

高松市立みんなの病院
附属医療施設
（60床）

高松市立みんなの病院
（305床）

山間部唯一の医療機関として、
多様な病態の初期医療や慢性
期医療に対応し、高松市新病院
の後方医療も担う

がん・救急・災害・感染症・へき
地医療に重点的に取り組む

急性期

急性期

急性期機能を
新病院
に集約

急性期

慢性期
慢性期

慢性期
慢性期機能を
附属医療施設
に集約

＜連携強化の内容＞
➢ 医師の相互派遣
➢ ICTを活用した医療情報システム

や物品管理情報システムの一
元化

➢ 病態に応じた患者の転送等

連携強化

香川県高松市内の３公立病院の機能分化・連携強化（３病院を２病院へ統合・再編）

⚫高松市民病院と香川病院を移転統合して「高松市立みんなの病院」を建設し、塩江病院をその附属医療施設とする再編
「高松市立みんなの病院」：高松市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして地域の医療水準の向上を図る
「附属医療施設」：山間部唯一の医療機関として多様な病態の初期医療等に対応するとともに、「高松市立みんなの病院」の

後方支援病院と しての機能も担う

統合・再編後（H30.9～）統合・再編前

高松市立みんなの病院

高松市立
みんなの病院
附属医療施設
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機能分化・連携強化の事例（自治体病院間）①



つがる市成人病センター
（92床）

公立金木病院
（176床）

鰺ヶ沢町立中央病院
（140床）

小野市民病院
（220床）

三木市民病院
（323床）

北播磨総合医療センター
（450床）

＜取組による主な効果＞

・ 広域連合内の医師数が増加（50

名（H23）→61名（H26））するととも
に、中核病院の診療科が充実
（16診療科→21診療科）。

・ 関係医療機関において患者情
報を共有し、切れ目ない医療提供
を実現。

＜取組による主な効果＞

・ 医師数が増加（62名（H24）→88名
（H25））し、診療科が充実。
（21診療科→33診療科）

・ 休止・縮小していた分娩や小児
救急を開始・拡充するなど、必要
とされる地域医療を確保。

つがる総合病院
（438床）

鶴田町立中央病院
（130床）

（つがる西北五広域連合）

つがる市民診療所
（無床）

（北播磨総合医療センター企業団）

かなぎ病院
（100床）

鶴田診療所
（無床）

五所川原市立西北中央病院
（416床）

鰺ヶ沢病院
（100床）

基幹病院・サテライト型（青森県西北五医療圏の例）

統合型（兵庫県三木市・小野市の例）

統合・再編前 統合・再編後（H26.4～）

統合・再編後（H25.10～）統合・再編前
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機能分化・連携強化の事例（自治体病院間）②



酒田市酒田病院
（400床）

山形県立
日本海総合病院

（528床）

神鋼加古川病院
（株式会社立）

（198床）

加古川市立
加古川市民
病院（405床）

＜取組による主な効果＞

〈日本海総合病院〉
・ 酒田医療センターから診療科を移行して、
急性期病院として集約を図り、手術件数の

増加、平均在院日数の短縮を実現。

〈日本海酒田リハビリテーション病院〉
・ 療養病床への移行（７科→２科）、回復期リ
ハビリテーション機能の強化により、回復
期・慢性期に対応

・ ２病院間の役割分担と、人員配置の弾力
化により、医師数の増加
（105名（H19） → 157名（H30））等を実現。

日本海総合病院
（646床）

酒田医療センター（114床）

（H30.4～日本海酒田リハビリ
テーション病院）

（地方独立行政法人加古川市民病院機構）

加古川西
市民病院
（405床）

加古川東
市民病院
（198床）

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（H20.4～））

（急性期） （回復期、慢性期）
役割分担

平成28年7月に
2病院を統合した
新病院を開院

（H28.7～）

（H23.4～）

加古川中央
市民病院
（600床）

県・市統合型（日本海総合病院の例）

官・民統合型（兵庫県加古川中央市民病院の例）

統合・再編前

統合・再編後（H20.4～）

統合・再編後

＜取組による主な効果＞

・ 教育支援機能を充実し、豊富な臨床
経験を可能とするなど、病院の魅力を
高めることにより、医療スタッフを確保
（医師99名（H22）→137名（H28））。

・ 医療スタッフの確保、経営統合による
２病院間の柔軟な人員配置等により、
効果的かつ総合的な診療体制を実現
（19科→30科）。

・ 休床中の病床の段階的な再開（稼働
病床526床→600床）を実現。

統合・再編前

（H30.４～）
酒田市立八幡病院
（46床）を無床診療
所化したほか酒田
市運営の５診療所
を同機構に統合

（H30.４～）
地域医療連携推進法人
制度を活用し、医師会、
歯科医師会、薬剤師会
等の参画を得て地域包
括ケアシステムのモデ
ル構築等に取り組む「日
本ヘルスケアネット」を
設立し連携強化
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機能分化・連携強化の事例（他自治体・民間との統合例）



【参考４】置賜広域病院組合の事例

川西町立病院
（98床）

南陽市立総合病院
（251床）

（置賜広域病院組合）

長井市立総合病院
（463床）

統合・再編前 統合・再編後（H12～）

公立置賜長井病院
（110床）

公立置賜総合病院
（520床）

飯豊町中央診療所
（無床）

公立置賜南陽病院
（50床）

飯豊町
国保診療所
（無床）

公立置賜
川西診療所
（無床）

○ 不採算地区病院の経営を、県と市町村が共同で行うことにより県のリソースを活用することが可能となり、医師・看護師の確保、財源
の確保等が図られ、救急、診療科目の維持等地域医療の確保が可能となった事例が報告されている。

【参考１】南和広域医療企業団の事例

吉野町国保吉野病院
（98床）

大淀町立大淀病院
（275床）

（南和広域医療企業団）

奈良県立五條病院（199床）

吉野病院
（96床）

統合・再編前 統合・再編後（H28.4～）

五條病院（71床）

南奈良総合医療センター
（232床）

【参考２】隠岐広域連合の事例

隠岐病院（115床）

町村立診療所（島前地区）

隠岐島前病院（44床）

医師派遣

医師派遣 医師派遣

※平成11年に県と隠岐の４町村とで広域連合を設置。

※平成７年度に県と２市２町とで一部事務組合を設立し、圏域内の病院を再編。
【参考３】長崎県病院企業団の事例

精神医療センター
（139床）

県立
精神医療センター

（141床）

（長崎県病院企業団）

県立島原病院
（254床）

統合・再編前 統合・再編後（H27～）

長崎県離島医療圏
組合（計９病院）

島原病院
（254床）

基幹病院（計４病院）

地域病院（２病院３診療所）

※平成21年度に県と市町とで一部事務組合を設立し、圏域内の病院を再編。

県立病院等と不採算地区病院等との連携事例

町立診療所（島後地区）
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地域の拠点病院

○対象医療機関

公立病院（一般行政病院、公立大学法人を除く）、公的病院等

※派遣先は公立病院・公立診療所に限る

○対象経費

派遣元の公立病院及び公的病院等が派遣期間中に派遣医師・

看護師等を確保するための経費（派遣医師・看護師等に支給する

給与費）への繰出金に対して特別交付税措置

※ R4から看護師等の医療従事者の派遣を追加

○算定方法
基準額（単価×派遣日数）と一般会計繰出額×０.８
のどちらか少ない額 ※R4から0.6→0.8へ拡充

⚫ 医師・看護師等の医療従事者の確保が困難である過疎地等の公立病院・診療所の医療提供体制を維持・

確保するため、地域の拠点病院からの医師・看護師等の派遣に係る経費に対して特別交付税を措置。

⚫ 医療従事者の働き方改革にも対応するため、令和４年度から、看護師、薬剤師、技師等の医療従事者の派

遣、公立診療所への派遣を追加するとともに、医師・看護師等の派遣元病院に対する措置を拡充。

派遣先病院等派遣元病院

○対象医療機関
・公立病院（一般行政病院、公立大学法人を含む）
・公立診療所 ※R4から追加
※派遣元の医療機関等の種類は問わない

○対象経費

医師・看護師等の派遣を受けることにより生じる経費（旅費、派

遣元病院への負担金）への繰出金に対して特別交付税措置

※ R4から看護師等の医療従事者の派遣を追加

※報酬、賃金、手当等の労働の対価として支払った経費は対象外

○算定方法

一般会計繰出額×０.６

医師・看護師等が不足している公立病院・診療所

医師・看護師等を派遣
※同一自治体間の派遣
は対象外
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医師・看護師派遣等に係る地方財政措置 【Ｒ４拡充】



○ 民間病院の立地が困難な経営条件の厳しい地域に所在する公立病院（不採算地区病院）は、今般のコロナ禍に

おいても、地域唯一又は主要な病院として、平素の医療に加え、発熱外来の開設、ＰＣＲ検査、行政部門と連携した

住民の健康相談対応やワクチン接種の促進等に取り組んでいる。

○ コロナ禍においても、病院機能を維持し、地域医療提供体制を確保するため、直近の不採算地区病院の実態を踏まえ、

令和３年度に行った不採算地区病院への特別交付税の基準額引上げ（30％）を令和４年度も継続することとする。

【不採算地区病院】【不採算地区病院設置自治体】

不採算地区病院の運営に要する経費に係る一般会計繰出金

特別交付税措置額＝一般会計繰出金×０．８

＜病床数に応じた基準額あり＞

不採算地区病院について想定されるコストアップ

に対応する観点から、基準額を３０％引き上げ

＜厚生連、日赤等の公的病院等も同様の措置を講じる＞

（第１種）当該病院から最寄りの病院までの移動距離が15km以上

（第２種）当該病院の半径５km以内の人口が10万人未満
※人口３万人以上の場合は基準額を逓減

２０床 １００床 １５０床

(1.5億円)

2.0億円

拡充

(0.5億円)

0.6億円
（0.9億円）

1.2億円

基準額

現行

１２０床

１種の算定イメージ

２０床 １００床 １５０床

（1.0億円)

1.3億円

（0.3億円）

0.4億円

２種の算定イメージ

（0.6億円）

１２０床

0.8億円

基準額 拡充

現行

経営条件の厳しい地域に所在する公立病院への財政措置の拡充 【Ｒ４継続】
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【公立病院】

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

件数（件） 38 43 38 29 14 19 26 19 22 17

平均建築単価（千円／㎡） 307 326 353 472 491 406 436 444 480 475

【公的病院】　※日赤、済生会、厚生連、国立病院機構

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

件数（件） 24 26 25 10 8 17 4 6 4 9

平均建築単価（千円／㎡） 214 259 321 358 415 364 405 396 401 406

【公立病院を除く民間病院等】

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

平均建築単価（千円／㎡） 208 220 239 275 301 346 347 365 392 370

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度

+15.1％ +7.1% +4.2% +4.9% +3.4% +2.8% +3.3% +2.5% +1.2%

○建築費指数

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

建築費指数【Ｈ23年度基準】 100 102 106 115 118 115 117 121 124 125

公共工事設計労務単価の伸び率（全国）

○公共工事設計労務単価

※１ 出典：「2020年度福祉・医療施設の建設費について」（2021.7.8独立行政法人福祉医療機構）

１３％増

９％増

３５％増

※１

２２％増
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※２

※３

※２ 出典：「令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について」（2021.2.19 国土交通省）

※３ 建物を建築する際の工事価格の変動を明らかにすることを目的として、一般財団法人建設物価調査会が算出する建築工事に関する一種の物価指数（毎年4月に前年度平均を公表）

○ 公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を、最近の建設費の状況等を踏まえ、
36万円／㎡から40万円／㎡へ引上げることとし、令和３年度の病院事業債から適用（継続事業についても、令和３年度
分の病院事業債から適用）。

（参考）

公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価について
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地域医療振興協会

持続可能な質の高い地域医療提供体制の

確保に向けた公立病院の支援に関する協定

【支援内容例】
①病院機能・経営見直し助言
②指定管理者の受託
③医師等出向による診療支援
④遠隔診療支援
⑤医療人材研修 等

へ
き
地
等
に
所
在
す
る
三
百
床

未
満
程
度
の
病
院
を
想
定

地域医療振興協会からアドバイザーを継続派遣

【基礎的支援】※総務省と地方公共団体金融機構（ＪＦＭ）の共同事業

・「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」として実施
（アドバイザー派遣経費はＪＦＭ負担）。具体的には以下のとおり。

医療政策に関する国の動き、診療報酬改定等の説明

支援事業主体による病床機能、経営形態の見直しの事例紹介

支援対象病院の求めに応じた病床機能・経営形態の見直しに係る
助言及び提案

【専門的支援】※総務省と地域医療振興協会の共同事業

地域医療振興協会の支援メニューを活用した

診療・経営改革支援の実施計画作成

・地域医療振興協会が支援対象市町村と協定を締結して実施

・支援期間・費用は市町村と地域医療振興協会で協議。一般会計
繰出額の８割について特別交付税措置（措置上限額４百万円）

・支援対象市町村は公募を行い、地域医療振興協会・都道府県の
意見を踏まえて総務省が決定（３~５団体/年）

・ 市町村は病床機能転換等の検討状況に応じて基礎的支援・専門的支援を選択して応募

・ 支援対象病院が「実施計画の執行」も希望する場合は地域医療振興協会による指定管理等も相談可能

※②～⑤に要する経費は通常の病院運営経費
として病院負担（一部既存の地方財政措置あり）

公立病院医療提供体制確保支援事業
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【医療機関における保険証情報の取扱い】

・オンライン資格確認は、令和３年１０月に本格運用開始。

・住民にマイナカードの利便性を実感いただくためにも、特に住民に身近な公立病院は、早急の導入が極めて重要。

・各医療機関窓口でオンライン資格確認を行うには、カードリーダー設置・既存システムの改修等が必要。

病院等
診療報酬
支払基金等

患者 保険証

目視確認
診療報酬
ｵﾝﾗｲﾝ等請求
＋保険証情報

（月１回）

＜現行＞

＜オンライン資格確認導入後＞

病院等 診療報酬
支払基金等

患者 マイナカード

リーダー
読み取り

マイナカード情報

即時送信

保険資格等確認

保険資格
即時確認

窓口負担限度額即時確認
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【自治体立病院の運用状況等】

① 運用開始済みの病院 ・・・ ６４８（７３．８％）

② 令和３年度中に運用開始予定の病院 ・・・ １５４（１７．５％）
③ 令和４年度以降に運用開始予定の病院（※） ・・・ ７６（ ８．７％） ※ 大規模なシステム改修に併せて導入予定、

導入に際し回線整備が必要な病院 等

（令和４年１月４日時点）

⇒ 今後運用開始予定の病院においては、できる限り早期に導入できるよう、着実に準備を進める必要

（参考） 民間病院、診療所、薬局等を含めた全医療機関での運用開始施設数（令和４年１月２日時点）
２２，８２３施設／２２９，４０２施設（１０．０％）

合計 ９１．３％

マイナンバーカードの健康保険証利用（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認）について



水道事業における広域化の推進について

＜「水道広域化推進プラン」策定の要請＞（厚労省と連携）

＜地方財政措置＞

＜多様な広域化（イメージ）＞

＜広域化の推進の背景・効果＞

○ 人口減少等に伴うサービス需要の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等、水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中
で、水道事業の持続的な経営の確保が求められているところ。

○ 複数の市町村が区域を超え、連携又は一体的に事業に取り組む広域化については、スケールメリットによる経費削減や組織体制の強
化等の幅広い効果が期待できるため、積極的に推進。

○ 広域化の中でも、経営統合は、経営主体が単一となり、施設の統廃合や人員、財源等の経営資源を一元的に管理するため、給水
原価の削減、専門人材の確保等、経営基盤を強化する効果。

○ 一方、地理的要因等により経営統合の実現が困難な地域においても、施設の共同設置や共同利用等により、更新費用や維持管理
費用の削減等の効果。

※広域化の事例：

①香川県及び県内16市町による「経営統合」（ 浄水場の統廃合（55施設→26施設）等により、統合前のH26年度の試算で約954億円の削減。また、料金統一により、

中長期的には、全ての団体において料金抑制効果が生じると試算（最大約７割）。）

②福岡県大牟田市及び熊本県荒尾市による「施設の共同設置・共同利用」（事業費約１９億円の削減）

28

○ 「「水道広域化推進プラン」の策定について」（平成31年１月）を発出し、各都道府県に対し、
令和４年度までに「水道広域化推進プラン」を策定することを要請。

○ 策定支援のため、平成31年３月に「水道広域化推進プラン策定マニュアル」を作成・公表。

○ 令和２年12月に、庁内外における連携体制の構築やシステム標準化・共同化を含むデジタル化
推進の検討等、策定に当たっての留意事項を記載した事務連絡を発出。

○ 令和３年10月に、都道府県ヒアリングを実施し、事業統合や経営の一体化、施設の共同化等
に関するシミュレーション等をプランに盛り込むことなどを助言。

○ 「水道広域化推進プラン」に基づく多様な広域化を推進するため、単独事業も含め、経営統合だけでなく、
施設の共同設置やシステム共同利用等の施設等の整備費について一般会計出資債の元利償還金の
60％を普通交付税措置。（令和元年度から対象事業及び交付税措置率を拡充）

資料8-3



水道事業に対する国庫補助制度の改正案

広域化に伴い施設の統廃合を行う場合、新たに整備する水道施設と関連性・連続性がある廃止する水道施設（浄水場及び配水

池）の撤去費用について、財政支援を行う。

広域化（経営の一体化）に伴い、簡易水道事業が特定簡易水道事業に該当することになった場合において、一定期間に限り、引き
続き簡易水道施設国庫補助金等の対象とする経過措置を設ける。

旧簡易水道事業の施設整備について、地方財政措置の対象要件を満たす簡易水道事業を統合した上水道事業を補助対象に加える。

ＩｏＴを用いないが、事業の効率化や付加価値の高い水道サービスの実現を図るための新技術の導入事業について、ＩｏＴ活用推進

モデル事業の対象に加える。

令和４年度予算案における主な制度改正案

①広域化に伴う水道施設の撤去費用

②広域化に伴い特定簡易水道事業に該当する場合の経過措置

③新技術に対する支援

④旧簡易水道施設の施設整備
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＜広域化・共同化の推進の背景・効果＞

○ 人口減少等に伴うサービス需要の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等、下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増し
つつある中で、下水道事業の持続的な経営の確保が求められているところ。

○ 管渠を接続し、汚水処理場を統合する方策が最も効率的であり、市町村間の統合も積極的に推進する必要があるが、調整に難航す
るケースが多いことから、都道府県の調整が重要。

○ 一方、地理的要因等により汚水処理場の統廃合が困難な地域においても、維持管理・事務の共同化により、維持管理費用の削減
等の効果。

※広域化・共同化の効果事例：

①秋田市単独公共下水道の県流域下水道への接続（処理場の統廃合により、維持管理約70億円、改築更新投資約50億円の削減（50年間の試算））

②山形県新庄市と周辺6町村による処理場の集中管理（維持管理費用を年間約3,000万円削減）

【処理場の統廃合】

＜「広域化・共同化計画」策定の要請＞（国交省、農水省、環境省と連携）

○ 平成30年１月に、 「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」を発出
し、各都道府県に対し、令和４年度までに「広域化・共同化計画」を策定することを要請。

○ 策定支援のため、令和２年４月に「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」を作成・公表

○ 令和３年１月に、システム標準化を含むデジタル化の推進に関する事項などを同計画に盛り込むよ
う事務連絡を発出。

○ 令和３年６月に、都道府県の強力なリーダーシップのもと令和４年度までに同計画を策定するよう
改めて要請する事務連絡を発出。

※あわせて流域下水道の処理割合が高い都道府県等へのヒアリング実施を通知。

＜地方財政措置＞

○ （令和元年度～）複数市町村の事業に加え、市町村内で実施する複数事業の施設の統合に必要となる管渠等の広域化・共同
化に要する施設整備費について処理区域内人口密度等に応じ、元利償還金の28～56%を普通交付税措置（通常の建設改良事
業においては、16％～44％（事業費補正分））

○ （令和４年度～）流域下水道への統合及び同一下水道事業内の処理区統合に係る地方財政措置を拡充（詳細次頁以降）

下水道事業における広域化・共同化の推進について資料8-4
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② 市町村内の処理区統合を対象に追加

現行措置（複数市町村の統合、市町村内の事業統合）に加え、市町村内の処理区統合を下水道事業債（広域化・
共同化分）の対象に追加する。

○ 平成30年１月に関係省庁（国交省・総務省・農水省・環境省）連名で各都道府県に対し、令和４年度までに「広
域化・共同化計画」を策定することを要請。

○ これを受けて都道府県において令和４年度末までに広域化・共同化計画を策定するとともに、各地方団体にお
いて同計画に基づき施設の統廃合をはじめとした広域化・共同化に係る具体的な取組を進める必要。

＜地方財政措置＞

処理区域内人口密度
（人/ha）

（現行）
広域化分※

（拡充案）

流域下水道へ
の接続分

25未満 56％ 63％

25以上50未満 49％ 56％

50以上75未満 42％ 49％

75以上100未満 35％ 42％

100以上 28％ 35％

下水道事業債（広域化・共同化分）に係る地方財政措置の拡充

趣旨

① 流域下水道への統合に係る措置率の見直し

統合に要する経費の実態等を踏まえ、都道府県主導の流域下水道への統合の取組を推進する観点から、流域下水
道への統合のために市町村が実施する接続管渠の整備・ポンプ場の設置について、繰出基準を１割引き上げる。

※ 繰出基準：処理区域内人口密度に応じて４～８割
交付税措置：普通交付税措置 ７割

＜処理区域内人口密度100人/ha以上の例＞

（現行）

（拡充後）

広域化・共同化に要する経費

うち70%を普通交付税措置

一般会計負担（５割）

一般会計負担（４割）

繰出基準（一般会計負担）を１割引上げ
※ 流域下水道への統合に限る

※①、②のいずれも広域化・共同化計画に基づき実施する整備事業を対象とする。

下水道事業の広域化に係る地方財政措置の拡充①
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○ 広域化・共同化計画の策定に当たり、各地方団体において、公共下水道と集落排水の統合等が検討されていることに
加え、令和４年度から社会資本整備総合交付金等の交付対象が拡充されることを踏まえて、公共下水道と集落排水の
統合等の広域化を推進する観点から、事業統合に係る激変緩和措置の適用期間を拡充し、統合翌年度から接続元事業
（下図のB事業）の供用開始３０年目まで、高資本費対策の段階的縮減を実施する。ただし、広域化・共同化計画に基づ
き実施する事業統合を対象とする。

○ この措置は、農業集落排水のうち一部の処理区を公共下水道に統合する場合など、下水道事業のうち一部の処理区を
別の下水道事業に統合する場合も対象となる。（以下の「対象事業のイメージ」を参照）

＜激変緩和措置のスキーム図＞

統合

A事業
（接続先事業）

B事業
（接続元事業）

統合５年目 A事業
供用開始30年目

B事業
供用開始30年目

統合前基準額
＝旧A事業基準額＋旧B事業基準額

統合後基準額

（拡充後）激変緩和措置

処理場
処理場

A市

処理場

処理場
処理場

A市

処理場

統合

公共下水道
農業集落排水
（A処理区）

農業集落排水
（B処理区）

公共下水道
農業集落排水
（A処理区）

農業集落排水
（B処理区）

A処理区のみ統合

高資本費対策の３０年激変緩和措置の対象 存続した部分について要件を満たす
場合、高資本費対策の対象

＜対象事業のイメージ＞

統合10年目

（現行）激変緩和措置

高資本費対策の激変緩和措置の拡充

（廃止）

下水道事業の広域化に係る地方財政措置の拡充②
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公共施設の脱炭素化の取組等の推進

○ 令和３年１０月に改定された地球温暖化対策計画において、地方団体は国が政府実行計画に基づき実施する取組
に準じて率先的な取組を実施することとされたことを踏まえ、脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、「公共
施設等適正管理推進事業費」の対象事業に新たに「脱炭素化事業」を追加

○ 公営企業の脱炭素化の取組についても、地方財政措置を創設

【事業期間】 令和４年度～令和７年度 【事業費】 １，０００億円

１．公共施設等適正管理推進事業費における「脱炭素化事業」の追加

２．公営企業の脱炭素化

【対象事業】

地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に取り組むこととされている以下の地方単独事業
① 太陽光発電の導入
② 建築物におけるＺＥＢの実現
③ 省エネルギー改修の実施
④ ＬＥＤ照明の導入
※「ＺＥＢの実現」、「省エネルギー改修」は、それぞれＺＥＢ基準、省エネ基準に適合させるための改修が対象

【地方財政措置】

公共施設等適正管理推進事業債
（充当率：９０％ 交付税措置率：財政力に応じて３０％～５０％）

＜ＺＥＢ（Net Zero Energy Building）とは＞

一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、
エネルギー消費量を更に削減した建築物

＜ＺＥＢのイメージ＞

【対象事業】

公共施設等適正管理推進事業費（脱炭素化事業）と同様

【事業期間】

令和４年度～令和７年度

【地方財政措置】

地方負担額の１／２について、一般会計負担（繰出）とし、財政力に応じて当該負担の３０～５０％について交付税措置

資料8-5
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※一般会計出資債

公営企業債（脱炭素化事業）について

○ 地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）を踏まえ、公営企業施設等について脱炭素化の取組を計画的に

実施できるよう、以下のとおり、地方財政措置を講ずる。

元利償還金の30～50%を普通交付税措置

【地方財政措置】

地方負担額の1/2に事業債（脱炭素化事業）を充当した上で、

元利償還金の全額を一般会計からの繰出しの対象とし、

当該元利償還金の30％（財政力に応じて30～50％）について普通交付税措置

（残余（地方負担額の1/2）については、通常の事業債を充当）

項目 対象事業

①太陽光発電の導入 ・ 公営企業施設等に設置される太陽光発電施設・設備、太陽光発電による電力を蓄電するための蓄電池施設・設備

※ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の適用を受け、売電を主たる目的とする太陽光発電施設・設備については対象外

②建築物における
ＺＥＢの実現

・ 公営企業施設等をＺＥＢの省エネ基準に適合させるための改修

③省エネルギー改修
の実施

・ 公営企業施設等を建築物省エネ法の建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）に適合させるための改修

・ 水道施設等における省エネルギー・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御化等の省エネルギー設備の導入 など
（改修前と比較し、二酸化炭素排出量を15％以上削減できる改修に限る）

④ＬＥＤ照明の導入 ・ 公営企業施設等へのＬＥＤ照明の導入

【事業期間】

令和４年度～令和７年度

【対象事業】

※ 上記に係る地方単独事業・補助事業を対象 一般会計負担（繰出）
（１／２）

水道事業債※
（脱炭素化事業）

水道事業債
【水道事業】

下水道事業債
（脱炭素化事業）

【下水道事業】
下水道事業債

【病院事業】
病院事業債

（脱炭素化事業）
病院事業債

（地方財政措置の例）

元利償還金の25％を普通交付税措置

元利償還金の21～49％を普通交付税措置
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○ 新型コロナウイルス感染症により資金不足額が発生又は拡大する公営企業は、当該不足額について
資金手当に係る企業債が発行できる（特別減収対策企業債）。

○ 発行済の特別減収対策企業債の償還利子の１／２の額を一般会計から繰出し。
なお、当該繰出しには特別交付税措置（措置率０．８）を講じる。

○ 償還年限は原則１５年以内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により、公営企業
において大幅な収入減が発生していることから、交通、病院など住民生活に不可欠な公営企業の資金
繰りを円滑にするため、令和２年度に資金手当措置として「特別減収対策企業債」の制度を創設。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和４年度も公営企業の減収が発生する恐れがあることか
ら、同感染症に伴う減収による資金不足について、令和４年度も引き続き「特別減収対策企業債」の制
度を継続。

＜措置の内容＞

新型コロナ感染症に係る公営企業の特別減収対策企業債の延長について

平成３０年度又は
令和元年度の
資金不足額のうち
いずれか小さい額（ａ）

当該年度資金不足額（ｂ）

特別減収対策企業債（ｂ－ａ）

償還利子の１／２を一般会計繰出
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○ 急激な人口減少等に伴い、サービス需要が大幅に減少するおそれ

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 民間活用の推進等に伴い職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の公営企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービス

を確保することが困難となることが懸念

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

抜本的な改革の検討経営戦略の策定・PDCA

広域化等・
民間活用

相互に反映

➢ 公営企業が行っている事業の意義、経営形態等を検証し、今後
の方向性について検討

➢ 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

➢ 中長期の人口減少の推計等を踏まえた、ストックマネジメントの
成果や将来需要予測を反映させながら、投資・財政計画を策定

➢ 各公営企業において令和２年度までに策定するとともに、PDCA

サイクルにより必要な見直しを図る

更なる経営改革の推進

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

①事業そのものの必要性・
公営で行う必要性 （※１）

②事業としての持続可能性

③経営形態
（事業規模・範囲・担い手）

民営化・民間譲渡

広域化等 （※２）

民間活用

公営企業における更なる経営改革の推進について

公営企業の「見える化」

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

➢ 複式簿記による経理を行うことで、経営・資産の状況の「見える化」を推進
→ 将来にわたり持続可能なストックマネジメントの推進や、適切な原価計算に基づく料金水準の設定が可能
→ 広域化等や民間活用といった抜本的な改革の取組にも寄与

➢ 経営指標の経年分析や他の地方公共団体との比較を通じて、経営の現状及び課題を分析

（※2）：広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、下水道

事業における最適化や病院事業における再編・ネットワーク化を含む概念

（※１）：水道事業及び下水道事業については、公営で行う必要性が高く、地方公共団体の事業主体と
しての位置づけが法定されていることから、②・③を議論し、広域化等及び民間活用を検討
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新経済・財政再生計画 改革工程表2021
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新経済・財政再生計画 改革工程表2021
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新経済・財政再生計画 改革工程表2021
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新経済・財政再生計画 改革工程表2021
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経営戦略策定状況の「見える化」

経営戦略の策定状況

○ 令和2年度までの策定を要請（平成28年1月）。

○ 令和３年3月31日時点の策定率は90.8％。令和３年度までには、

既に策定済みの事業を含め、98.0％が策定予定。

○ 未策定の事業については、引き続き策定を推進。

未策定の事業や、既に経営戦略を策定している事業で質を高めるための改定に取り組む事業に対しては、「策定・改定ガイドライン」や「策定・改定

マニュアル」のほか、JFMと共同で実施している経営・財務マネジメント強化事業によるアドバイザー派遣の活用を促し、策定・改定を推進。

策定状況の「見える化」

○ 令和３年3月31日時点での全都道府県･市町村の事業別の策定状況

を、総務省ＨＰにおいて公表済（令和３年10月）。

○ 毎年度調査を実施し、策定状況・改定状況の「見える化」を推進。

経営戦略の策定状況

公営企業経営戦略の策定状況（令和３年3月31日） （単位：事業）

公表例（岩手県内の公営企業を抜粋）

○ 令和７年度までの見直しを要請（令和３年１月）。

○ 過去に改定実績のある事業が531（8.9％）、令和７年度までには、既

に改定済みの事業を含め、47.4％が改定予定。

○ JFMとの共同事業等により、経営戦略の改定を支援。

経営戦略の改定状況

※網掛けは、地方債の償還のみの事業や、廃止（予定）事業など。

経営戦略の策定・改定の推進

経営戦略の策定・改定状況

1,676 (94.3%) 90 (5.1%) 1,766 (99.3%) 12 (0.7%) 1,778 (100.0%)

う ち 上 水 道 1,252 (95.2%) 57 (4.3%) 1,309 (99.5%) 6 (0.5%) 1,315 (100.0%)

う ち 簡易 水道 424 (91.6%) 33 (7.1%) 457 (98.7%) 6 (1.3%) 463 (100.0%)

123 (86.0%) 20 (14.0%) 143 (100.0%) 0 (0.0%) 143 (100.0%)

70 (86.4%) 7 (8.6%) 77 (95.1%) 4 (4.9%) 81 (100.0%)

77 (85.6%) 10 (11.1%) 87 (96.7%) 3 (3.3%) 90 (100.0%)

20 (95.2%) 1 (4.8%) 21 (100.0%) 0 (0.0%) 21 (100.0%)

73 (80.2%) 16 (17.6%) 89 (97.8%) 2 (2.2%) 91 (100.0%)

79 (56.0%) 43 (30.5%) 122 (86.5%) 19 (13.5%) 141 (100.0%)

21 (53.8%) 12 (30.8%) 33 (84.6%) 6 (15.4%) 39 (100.0%)

135 (64.0%) 59 (28.0%) 194 (91.9%) 17 (8.1%) 211 (100.0%)

163 (62.9%) 63 (24.3%) 226 (87.3%) 33 (12.7%) 259 (100.0%)

120 (69.8%) 37 (21.5%) 157 (91.3%) 15 (8.7%) 172 (100.0%)

3,414 (96.2%) 111 (3.1%) 3,525 (99.4%) 23 (0.6%) 3,548 (100.0%)

5,971 (90.8%) 469 (7.1%) 6,440 (98.0%) 134 (2.0%) 6,574 (100.0%)合 計

下 水 道

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

①策定済
③令和４年度以降

に策定予定

②令和３年度に

策定予定
合計

　事業数（構成比）

合計

（①＋②）

　事業数（構成比）事業数（構成比） 事業数（構成比） 　事業数（構成比）

R3 R4以降

岩手県 岩手県 工業用水道事業 工業用水道 ○ ‐ ‐
岩手県 岩手県 電気事業 電気 ○ ‐ ‐
岩手県 岩手県 下水道事業 流域下水道 ○ ‐ ‐
岩手県 岩手県 港湾整備事業 港湾整備 ○ ‐ ‐
岩手県 岩手県 宅地造成事業 臨海土地造成 ○ ○
岩手県 岩手県 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ‐ ‐
岩手県 岩手県 下水道事業 漁業集落排水施設 ‐ ‐
岩手県 盛岡市 水道事業 上水道（末端給水） ○ ‐ ‐
岩手県 盛岡市 下水道事業 公共下水道 ○ ‐ ‐

①策定済 ②取組中 ③未着手
（②又は③の場合）策定予定年度都道府県 団体名 事業名 事業詳細

経営戦略の策定状況

資料8-8
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「経営戦略」の改定の進め方

第６ 地方公営企業

１ 各公営企業におかれては、次の事項にご留意いただきたい。

(1) 策定済みの経営戦略について、経営戦略に基づく取組の進捗と成果を一定期間ご

とに評価、検証した上で、今後の人口減少等を加味した料金収入の反映やストック

マネジメント等の取組の充実により、中長期の収支見通し等の精緻化を図るとともに、

料金改定や抜本的な改革を含め、収支均衡を図る具体的な取組の検討を行い、令

和７年度までの経営戦略の改定に反映すること。

(2) なお、経営戦略の策定を地方財政措置の要件としているものについて、令和８年度

から、これらの取組を反映した経営戦略の改定を要件とする予定であること。

「令和４年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」（令和４年１月24日付総務省自治財政局財政課事務連絡）より抜粋
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事業廃止（※２） 民営化・民間譲渡
公営企業型地方

独立行政法人（※１）
広域化等（※２） 指定管理者制度 包括的民間委託 ＰＰＰ/ＰＦＩ

１１１件 １８ 件 １ 件 １３１ 件 １４件 ６５ 件 １１ 件

県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村 県・政令市 市区町村

５件 １０７件 ３件 １５件 ０件 １件 ６件 １２５件 ２件 １２件 ３件 ６２件 ４件 ７件

水道 ２

工業用水道 ２

交通 ０

電気 １

ガス ０

病院 ４

下水道 ３０

簡易水道 ２０

港湾整備 １

市場 ２

と畜場 ３

宅地造成 １５

有料道路 ０

駐車場 ７

観光 ８

介護サービス １６

その他 ０

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ２

電気 ０

ガス ３

病院 １

下水道 ０

簡易水道 １

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ２

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ３

介護サービス ６

その他 ０

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 １

水道 ５７

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 ０

下水道 ６７

簡易水道 ５

港湾整備 １

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 １

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 １

下水道 ２

簡易水道 ０

港湾整備 １

市場 １

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ３

観光 ５

介護サービス １

その他 ０

水道 １３

工業用水道 ０

交通 １

電気 ０

ガス ０

病院 ０

下水道 ４７

簡易水道 ４

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

水道 ６

工業用水道 １

交通 ０

電気 １

ガス ０

病院 ０

下水道 ３

簡易水道 ０

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

○各公営企業において、その事業の特性に応じた抜本的な改革の取組が進められている。
○令和２年度において、事業廃止１１１件、広域化等１３１件、包括的民間委託６５件などの取組が実施されている。

合計

３５１件

公営企業の抜本的な改革の取組状況 （令和２年度実績）

（※１）公営企業型地方独立行政法人については、地方独立行政法人法により、その経営できる事業が定められている。
（※２）広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、下水道事業における最適化や病院事業における再編・ネットワーク化を含む概念。

経営統合については、統合する事業を広域化等、統合される事業を事業廃止として計上。
（※３）１つの事業で複数の取組を実施した場合、それぞれの類型に計上している。また、広域化等若しくは民営化・民間譲渡に伴い事業廃止がなされる場合は、事業廃止の類型にも

計上している。
（※４）都道府県・政令市及び市区町村には、それぞれが加入する一部事務組合及び広域連合を含める。

（令和元年度実績 277件）43
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H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

○簡易水道・下水道（公共・流域）
＜人口３万人以上＞

○簡易水道・下水道（公共）
＜人口３万人未満＞

○下水道（集排・浄化槽）

○その他の事業

団体の実情に応じて移行

移行

＜拡大集中取組期間＞

できる限り移行

（移行完了）

ロードマップ

公営企業会計の適用拡大のロードマップ

新ロードマップ

H27.1月 総務大臣通知等により要請 H31.1月 総務大臣通知等により要請

＜集中取組期間＞

公営企業として継続的に経営を行っていく以上、

原則として公営企業会計への移行が求められる。

特に、資産規模が大きく、多額の更新投資を要す

る事業については、積極的に移行を検討

移行

できる限り移行

※ ただし、既に廃止が決定している等、将来に
わたる継続を見込まない事業や、災害対応
その他の理由により、期間内の移行が著しく
困難な市区町村については、この限りでない
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（単位　事業）

① 406 (68.0%) 523 (87.8%) 1,101 (68.0%) 1,465 (90.6%) 598 (79.1%) 651 (87.0%)

② 163 (27.3%) 67 (11.2%) 475 (29.4%) 138 (8.5%) 121 (16.0%) 85 (11.4%)

③ 28 (4.7%) 6 (1.0%) 42 (2.6%) 14 (0.9%) 37 (4.9%) 12 (1.6%)

597 (100%) 596 (100%) 1,618 (100%) 1,617 (100%) 756 (100%) 748 (100%)

検 討 中

検 討 未 着 手

合 計

人口３万人未満 人口３万人以上
簡易水道事業 下水道事業 その他下水道事業

R2.4.1時点 R3.4.1時点 R2.4.1時点 R3.4.1時点 R2.4.1時点 R3.4.1時点

適用済及び適用に取組中

○ ロードマップに基づき令和元年度までに公営企業会計を適用する人口３万人以上の簡易水道事業と公共下水道事業及び流
域下水道事業は、全事業が「適用済及び適用取組中」となっている。

○ 新ロードマップに基づき令和５年度までに公営企業会計を適用する人口３万人未満の簡易水道事業は87.8％、下水道事業
は90.6％、人口３万人以上のその他下水道事業は87.0％が「適用済及び適用取組中」となっている。

公営企業会計適用の取組状況 （R3.4.1時点）

下記の取組状況調査結果は、総務省HPにおいて公表。 （URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kaikei.html）

取組の更なる推進に向けて、簡易水道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本費対策に係る地方財政措置について、

・人口３万人以上の地方公共団体は、令和３年度から公営企業会計の適用を要件化

・人口３万人未満の地方公共団体は、新ロードマップの要請期限である令和６年度から公営企業の適用を要件に加える

こととしている。

（単位　事業）

① 311 (98.4%) 318 (100%) 1,155 (100%) 1,155 (100%)

② 5 (1.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

③ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

316 (100%) 318 (100%) 1,155 (100%) 1,155 (100%)合 計

適用済及び適用に取組中

検 討 中

検 討 未 着 手

人口３万人以上
簡易水道事業 公共下水道事業及び流域下水道事業

R2.4.1時点 R3.4.1時点 R2.4.1時点 R3.4.1時点

〇 ロードマップに基づき令和元年度までに公営企業会計を適用する事業

〇 新ロードマップに基づき令和５年度までに公営企業会計を適用する事業
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○ 市区町村の知見の取得を支援するための研修会や個別相談会（『経営・財務マネジメント強化事業』の「啓発・研修事業」
の活用を含む。）を開催するなど、きめ細かい支援を行うこと。

○ 導入コスト削減や事務の効率化により、小規模市町村の負担軽減を図るため、固定資産台帳の整備やシステム改修等
の移行事務やその発注等について、各都道府県が中心となり、複数の市町村による共同化を推進すること。

○ 水道事業及び下水道事業については、会計処理にかかる委託費や人件費等の節減を図るため、公営企業会計への移行
や広域化の機会に併せて、水道事業と簡易水道事業、複数の種類の下水道事業などについて、会計統合の取組を積極的
に推進されたい。

○ 一の特別会計によって経理を行うため、一部の事業について財務規定等を適用する場合にあっても、公営企業会計適用
債（法適化債）の対象となることに留意。

公営企業会計の適用に関する留意事項について

(例) 農業集落排水（法非適）と公共下水道（法適）の会計一本化、簡水（法非適）と上水（法適）の会計一本化の際、固定資産台帳の
整備、システム改修委託費等の法適化に要する経費について、法適化債が充当可能。（接続統合の有無を問わない）

会 計 統 合

移行事務

都道府県

A市

B町

C村

受託事業者

委託
負担金 ＜委託契約（都道府県・事業者間）＞＜負担金協定（都道府県・市町村間）＞

都道府県による小規模市町村への支援・共同化

農業集落排水
事業会計
（法非適）

公共下水道
事業会計
（法適）

農業集落排水
事業
（法適）

公共下水道
事業
（法適）

会計一本化

下水道事業会計 （事業毎にセグメント管理）

法非適会計から法適会計に一本化する際にかかる経費について、法適化債を充当可能
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○ 公営企業会計の適用（法適化）及び広域化計画の策定について、国からの要請に基づき、地方団体において期限
までの実施に向けて取り組んでいるものと承知している。

これらの法適化及び広域化に併せて、可能な限り会計を一本化することにより、会計処理にかかる委託費や人件
費等の節減が図られることから、以下の点に留意した上で、積極的に取り組まれたい。

(1) 農業集落排水（法非適）と公共下水道（法適）の会計一本化、簡水（法非適）と上水（法適）の会計一本化の際、固
定資産台帳の整備、システム改修委託費等の法適化に要する経費について、法適化債（交付税措置率：農集の場
合 7割×7割＝49％、簡水の場合 5割×10割＝50％）が充当できること（接続統合の有無を問わない）

(2) 農業集落排水と公共下水道の会計一本化（接続統合なし、事業毎にセグメント管理）の場合でも、法律に基づく事
業単位は引き続き別であるため、高資本費対策は引き続き事業毎（農業集落排水と公共下水道別々）に講じられる
こと

農業集落排水
事業会計
（法非適）

公共下水道
事業会計
（法適）

農業集落排水
事業
（法適）

公共下水道
事業
（法適）

会計一本化

下水道事業会計 （事業毎にセグメント管理）

法非適会計から法適会計に一本化する際にかかる経費について、法適化債を充当可能

農業集落排水
事業会計
（法非適）

公共下水道
事業会計
（法適）

農業集落排水
事業
（法適）

公共下水道
事業
（法適）

会計一本化

下水道事業会計 （事業毎にセグメント管理）

高資本費対策 高資本費対策

※ 高資本費対策は、事業毎に要件を満たすか否か判断され、
事業毎に講じられる

会計一本化に係る留意事項①
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処理場
処理場

A市

処理場

処理場
処理場

A市

処理場

統合

(3) 農業集落排水（A処理区）を公共下水道へ統合し、農業集落排水（B処理区）を存続する場合、農業集落排水（A処
理区）部分の高資本費対策は３０年経過措置（今回拡充）の対象となること

公共下水道
農業集落排水
（A処理区）

農業集落排水
（B処理区）

公共下水道
農業集落排水
（A処理区）

農業集落排水
（B処理区）

A処理区のみ統合

高資本費対策の３０年経過措置の対象 存続した部分について要件を満たす
場合、高資本費対策の対象

(4) 全農業集落排水事業の約６割程度は既に公共下水道事業会計等と会計が一本化されてセグメント管理となってい
ること、法適化する際にあわせて会計一本化を実施した自治体の事例も複数あること

(5) 簡水の法適化の際に、会計処理に係る委託費や人件費等の節減が図られることから、上水会計に統合している事
例が令和２年度のみで２０件あること

(6) ①農業集落排水の公共下水道への統合の場合に農業集落排水部分の高資本費対策を供用開始３０年まで適用
する経過措置を講じる予定であること、②社会資本整備総合交付金等について、農業集落排水を公共下水道に統
合する際の交付対象を拡充する概算要求がされていること、③全国的に広域化計画の中に農業集落排水の統合を
相当程度盛り込む予定で取組まれていること

会計一本化に係る留意事項②
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複数事業一括による民間事業者等への委託の例

兵庫県洲本市 高知県梼原町

①法適用時期 平成30年４月１日 令和６年４月１日（予定）

②対象事業 土地取得造成事業、下水道事業、

駐車場整備事業、介護サービス事業

簡易水道事業、公共下水道事業、
農業集落排水事業、電気事業

③一括発注の理
由

下水道会計だけでなく、４事業一括で法適化することが効
率的

病院事業と同一の企業会計システムを導入することで、
病院事業を参考に経理や資料作成等を効率的に実施

④発注対象 ⚫企業会計システムの導入 ⚫法適化基本方針の策定
⚫固定資産調査・評価
⚫移行事務手続き
⚫企業会計システム導入

⑤主な課題及び
克服方策

⚫ 企業会計システム導入に係る進捗管理、人手不足に
よる遅れ

⚫ 関係部署との事務委任範囲等

⚫ 関係職員の公営企業会計に係る知識の不足

⚫ 固定資産台帳の整備

⑥システム等の
年間費用

⚫ 委託費用：14,506千円程度
⚫ 2,000千円程度

⚫ 2,772千円程度（見込み）
※ 病院事業含む。

⑦一括発注の効
果

⚫ 企業会計システム導入コストが削減された

⚫ 企業会計システム統一により、各会計間で同一様式
の帳票が作成でき、数値確認などが容易である

⚫ 病院事業と同一のシステムであるため、ライセンスの
追加発注及びソフトウェアの共用により安全で安価に
システム構築が見込まれる

⚫ 事業ごとに発注するよりも、事務量及び委託費の負
担減が見込まれる

各会計の担当者で月１程度の会合を開き、先行し
て行っている下水道事業担当者が中心となり、問
題点の確認や助言、進捗の調整（遅れている会計
に対しての手助け等）を行った

病院事業に準じる形で調整

知識取得のための研修を実施予定

民間への委託業務とし、職員の業務は固定資産の
資料提供のみ
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○ 新ロードマップにおいて、重点事業（簡易水道事業及び下水道事業）以外の事業についても、公営企業として継続的に経営を
行っていく以上は、原則として公営企業会計の適用が求められることから、拡大集中取組期間（令和元年度から令和５年度）
内にできる限り移行することが必要としている。

○ 重点事業以外の事業における公営企業会計の適用について、下記の点に留意いただき、積極的な取組をお願いしたい。

• 固定資産台帳の整備やシステム改修等の移行事務について、民間事業者等への委託を含め、複数の法非適用企業で一
括して取り組むことなどにより移行作業が効率的かつ円滑に実施可能となることから、特に重点事業について令和５年度ま
での拡大集中取組期間内に公営企業会計への移行に取り組む地方公共団体においては、重点事業以外の事業について
もできる限り一括して公営企業会計への移行に取り組むことが重要であること。

• 重点事業以外の事業については、拡大集中取組期間内にできる限り移行することが必要としているが、公営企業として継
続的に経営を行っていく以上は、原則として公営企業会計の適用が求められることから、拡大集中取組期間終了後におい
ても、公営企業会計への移行に取り組む必要があること。

• 令和６年４月１日までの間に限り、固定資産台帳の整備やシステム改修等、公営企業会計の適用に要する経費について、
その全額を公営企業債（公営企業会計適用債）の対象とし、その元利償還金に係る地方交付税措置を講じていること。

• 簡易水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策に係る地方交付税措置や下水道事業に係る社会資本整備
総合交付金等の国庫補助金においては、公営企業会計の適用が要件とされているが、その他の公営企業に係る地方財政
措置や国庫補助金においても、公営企業会計の適用を要件とすること等について、今後、検討を行う予定であること。

重点事業以外の事業における公営企業会計の適用について

「重点事業以外の事業における公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」（令和３年10月15日付け公営企業課事務連絡）
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２．マニュアル・先進事例集

４．地方財政措置

公営企業会計の適用拡大に係る支援方策

○ 公営企業会計の適用に係る具体的な業務について取りまとめたマニュアルや、先行団体の事例を掲載した
先進事例集、団体からの質問を取りまとめた質疑応答集を作成・公表（H31年３月）。

○ 利便性向上のため、各種マニュアル等を一元化した上で、地方公共団体における取組の進捗や各団体との
質疑応答を踏まえ、先進事例集や質疑応答集を充実。

○ 公営企業会計の適用に要する経費に充当するための公営企業債（公営企業会計適用債）を措置し、その元
利償還金に対して交付税措置。

○ 都道府県による市町村を対象とした公営企業会計の適用推進のための研修等のほか、都道府県と市町村が
参加する体制を構築したうえで、個別相談会や、専門人材の養成及び各市町村への派遣を実施。

○ 都道府県がこれらの取組に要する経費について、交付税措置。

３．都道府県による市町村の支援

１．人的支援制度

○ 総務省と地方公共団体金融機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じて公営企業会計の適用に係る
アドバイザーを派遣する「経営・財務マネジメント強化事業」を創設（令和３年度～）
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公営企業会計の適用拡大に係る地方財政措置

○ 概要：公営企業会計適用に要する経費について、地方債（公営企業会計適用債）を充当した場合に、その元利償還金の一部
を一般会計からの繰出しの対象とし、当該繰出しについて地方交付税措置

○ 対象経費：地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費（基礎調査・基本計画等策定経費、資産評価・資産台帳作成
経費、財務会計システム導入経費並びに財務規定等を適用した日の属する年度における会計処理及び財務諸表
の作成に要する経費等をいう。ただし、財務規定等の適用に係る事務に従事する職員の給料等は原則として含ま
れない。）

※ 財務規定等を適用した１年目における決算書類の作成等に係る外部委託費も対象となる。

○ 財政措置：
－ 簡易水道事業 ：元利償還金の1/2に繰出し、元利償還金の50％に普通交付税措置
－ 下水道事業 ：元利償還金の一部に繰出し、元利償還金の21～49％に普通交付税措置
－ 上記以外の事業：元利償還金の1/2に繰出し、繰出額の50％に特別交付税措置

（都道府県・指定都市については財政力補正あり）

○ 対象期間：令和５年度まで ※R6.4.1に適用した団体は、令和６年度中の会計処理及び財務諸表の作成に要する経費も対象

１．公営企業会計の適用に要する経費に係る地方財政措置

２．都道府県が行う市町村への支援に係る地方財政措置

○ 概要：都道府県が行う市町村の公営企業会計適用の取組への支援に要する経費について、普通交付税措置

○ 対象経費：会議・研修会等の開催、市町村を対象とした個別相談の実施、個別市町村との連絡調整（職員派遣等）、専門人
材養成（研修実施費等）に要する経費

○ 対象期間：令和5年度まで

３．公営企業会計適用前後の資本費平準化債の発行可能額に係る激変緩和措置

○ 概要：公営企業会計の適用に伴い資本費平準化債の発行可能額が減少する場合について、激変緩和措置を講ずる

○ 措置内容：令和６年４月１日までに会計適用した事業について、３年間にわたって激変緩和措置を実施（会計適用後の発行
可能額が非適用の場合の算定方法に基づく発行可能額を下回る場合、差額に一定率を乗じた額を加算）
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地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業

○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に

把握し、「見える化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が

不足し、小規模市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融
機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革

・ 経営戦略の改定・経営改善

・ 公立病院経営強化プランの策定及び

経営強化の取組

・ 上下水道の広域化等

・ 第三セクターの経営健全化

○ 公営企業会計の適用

（２） 支援の方法

※アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

（各都道府県の市区町村担当課と連携して事業を実施）

（３） 事業規模

○ 約３億円 （約500団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業
の啓発のため支援分野の研修を
行う場合に派遣

市区町村・公営企業が直面する課題
に対して、当該課題の克服等、財政
運営・経営の改善に向けたアドバイ
スを必要とする場合に団体の要請に
応じて派遣

上記の支援分野の実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業に、技術
的・専門的な支援を行うために派遣

都道府県に派遣個別市区町村に継続的に派遣

○ 地方公会計の整備・活用

○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行（公共施設マネジメント）
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経営・財務マネジメント強化事業の実施に係る今後のスケジュール

１月24日、25日
全国財政課長・市町村担当課長会議
全国公営企業管理者会議

１月28日 アドバイザーの推薦締切

２月下旬
課題達成支援事業の対象団体・公営企業及び
派遣申請の１次照会等の通知

３月下旬 １次派遣申請締切

４月以降 アドバイザーの派遣開始

５月中旬 派遣申請の２次照会

６月中旬 ２次派遣申請締切

７月下旬 派遣申請の３次照会

８月下旬 ３次派遣申請締切
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【第三セクター等の経営健全化等に関する指針】
○ 第三セクター等は、経営が著しく悪化した場合、自治体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。そのため、平成21年の地
方公共団体の財政の健全化に関する法律の全面施行以来、第三セクター等の抜本的改革を推進し、経営健全化に一定の成果。

○ 引き続き、各自治体において、関係を有する第三セクター等について経営健全化に取り組むこととしている。
（平成26年8月5日付け総財公第101号総務大臣通知）

【第三セクター等の経営健全化方針】
○ 特に、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する各自治体に対しては、平成30年度末までに経営健全
化方針を策定・公表するよう要請（平成30年2月通知。策定率：100％）

○ さらに、令和元年７月の通知において、次のとおり要請。
・ 経営健全化方針を未策定の自治体においては、早期の策定
・ 経営健全化方針を策定した自治体については、経営健全化方針に基づく取組の着実な実施と、その取組状況の公表
・ 法人の平成30年度以降の決算で新たに経営健全化方針の策定要件に該当した法人に関しては、同様に、経営健全化方針の
策定と、それに基づく取組の実施や取組状況の公表を要請（取組状況及び主な取組内容を総務省HPで公表）

第三セクター等の経営改革の推進

第三セクター等の経営健全化の推進について

次のいずれかに該当する場合
•一の自治体の出資割合が25％以上で、債務超過の法人
•一の自治体の出資割合が25％以上で、時価評価した際に
債務超過になる法人
•損失補償又は債務保証の対象となっている、保有期間が5年
以上の土地の簿価総額が、自治体の標準財政規模の10％
以上である法人
•損失補償、債務保証及び短期貸付額の合計額の、標準財
政規模に対する割合が、自治体の実質赤字の早期健全化
基準（道府県は3.75％、東京都は5.55%、市町村は
11.25％～15％）に達している法人

経営健全化方針の策定要件に該当

経営健全化方針に

基づく取組を実施
取組状況を公表

取組の着実な実施

経営健全化方針を
策定・公表

※毎年度、経営健全化方針の策定状況や取組の公表状況を調査し、公表。
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